
(女極ﾖ･副大臣｡政務官）
3月1 1日（水）衆・法務委

人事課作成
山尾志桜里議員（立国社）

に関係省庁との協議に当たり認識。

本年1月Tフ日から同月24日にかけて関係省庁

と協議を行うに当たり，勤務延長制度の導入当時のて

解釈を含め，必要な説明を事務方から受け，検察官

には勤務延長制度は適用されないとの従前の解釈を

認識した。」

（参考1）令和2年2月26日衆・予算委員会
○森法務大臣

すいません，今議事録を今目にしておりますけれども，
。私が先ほど御答弁したのは45ページと書いてあるとこ
ろでございますが, ・こちらにDいては最終的に解釈変更
をした時でございまして，今ほどの御質問のところが今
ちょっと見当たりませんが，いずれにせよ， 当初から1

く

日の文書が作られたときには事務方から説明を受
冒

けておりますので,_当初の解釈が勤務延長は適用がなか
ったということは理解していたところでございます。
○森法務大臣

申し訳ございません。今議事録を確認できました。同
じ日の議事録の46ページの方だと思いますが，勤務延
長への適用についてお答えを申し上げておりまして，私
は解釈の変更時期という認識で御答弁を申し上げており
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○玉木議員

じや， これ撤回されるんですか。この過去の1981
年昭和56年の政府見解をいつ知ったんだと聞かれたと
きに対して， 2月19日人事院からお考えが示されたと
きでございますとは勘違いで答弁して，解釈変更の時だ

ということで答えて，過去の政府見解1981年昭和5
6年の見解を知ったときではなくて，勘違いで答えたと。
また勘違い。これ撤回されますか森大臣ここ。
○森法務大臣
この議事録では私は解釈変更の時期ということで答弁〔
を申し上げております。この議事録を見ますと， ご静粛

にお願いしますとあって山尾君聞こえましたか， ちょっ

と今聞こえなかった， 1月何日ですかというふうに書い
てありますが，大変騒がしい中で，その前解釈の変更の
時期についてご質問があり，私がずっとそれまで御答弁
を申し上げておりますので，解釈の変更の時期というこ
とで御答弁を申し上げました｡整理して申し上げますと，
解釈の変更，政府としての統一見解というのは1月24
日，つまり1月下旬と認識しておりますが，私が当初の
き:政府の解釈これについて事務方から説明を受けたのは士

I沙

月16日又は17日ぐらいでございます。 ′《

（参考2）令和2年2月27日衆・予算委員会
○今井議員
いや，すいません。もう少し合理的に説明してくださ
い。ここの， 2月10日より前に， 当時の解釈について
必要な説明を受けていましたと答弁しているのが，なぜ
1月24日ではなくて， 1月16日だという説明になる
のですか。その説明にこれはどういうふうに合理的に説
明するんですか。だって， 1月24も1月16日も2月
10日よりは前じゃないですか。だから, 24じゃなく
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て16だっていうことの立証にはなりませんよ。

○森法務大臣

1月16については，文書を御提出しておりますが，
昨日の御答弁でも申し上げておりますとおり，当初から

1月16日の文書が作られたときには事務方から説明を
受けておりますので， 当初の解釈が，勤務延長は適用が

なかったということは理解したところでございます， と
いうふうに御答弁申し上げているとおりでございます。
○今井議員

その説明もおかしいです。 1月16日のペーパーが出
てきたの昨日です。これ2月工9日の話なんですよ。 2
月19日の段階で, 1月16日に知っていたってどこで

答弁していますか。
○森法務大臣

昨日ですね，1月16日の文書が作られたときに事務

(一

方から説明をうけておりますというふうに御答弁を申し
上げております。昨日文書が出てきたという御指摘でご
ざいますが，今井委員からの前回の御質問で文書があっ
たら提出するようにという御質問でございましたので，
それに応えて私が事務方に指示をし，そしてそれにした
がって出されたものでございます。
○今井議員

いやいや，あのですね，大臣よく聞いてください。 1
月16日であるということはどこで読めますかというこ
とを大臣にお伺いしたら， 当時の解釈について必要な説
明を受けている， この部分ですと，今そういう説明され
ましたよね。でも， この部分を見て， どうして1月24

ではなくて， 1月16なのかつてことが，私の国語力が
ないんですかね， どれだけ読んでもここで1月16日だ

と説明しているとは理解できないんですけど。どこ見た
らいいんですか一体。どこに1月16って書いてあるん
ですか。ひどい答弁ですよ， これ。

3

〔



○森法務大臣

私は今御説明したとおりでございまして， 1月16日
の文書が作られたときに事務方から説明を受けておりま

すので当初の解釈が勤務延長の適用がナ ったという
ことは理解していたところでございます。これについて
も2月19日の答弁と何ら矛盾するところはございませ
ん。

（参考s)令和2年2月28日法務大臣記者会見
○森法務大臣

検察官については一般法である国家公務員法の勤務延
長の規定が適用されるとの法務省の解釈については，本
年の1月17日から同月24日にかけて，内閣法制局等
の関係省庁とも協議の上，最終的な結論を得ていたとい
うことは御説明をしているとおりですが，関係省庁との

で

協議に当たり，その前に勤務延長制度の導入当時の解釈
については，事務方から必要な説明を受けておりました
ので， この協議の前に 解釈I従前の こついては承知してお
りました。

〔

【責任者:大臣官房人事課濱課長内線■携帯■■■■】
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(対医国副大臣･政務官）
s月1 1日（水）衆・法務委

人事課作成

山尾志桜里議員（立国社）

に結論一本年1月24日から。

御説明してきた法務省の解釈については，本年1

月1フ曰から同月24日にかけて,関係省庁とも協〔

議の上，最終的な結論を得ていたもの。
一

本年1月24日と考えている三」したがって，

〔

内線■携帯■■■■】【責任者：大臣官房人事課濱課長
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(対雨･副大臣･政務官） 人事課作成
3月1 1日（水）衆”法務委山尾志桜里議員（立国社）
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〔

に質問と答弁が食い違った〕

御指摘の令和2年2月10日の山尾議員に対する

答弁は， その存在を当日指摘された昭和56年当時

の国会議事録についての認識を質問されたものと思

い， その議事録の詳細については認識していない旨
一

を述べたものであり，検察官には勤務延長制度の通

用はないとの従前の解釈を知らなかったという趣旨

で答弁したものではない二」
《

（参考1）令和2年2月10日衆・予算委員会
○山尾議員

（前略）

大臣， この議事録，ちやんと読まれましたか。
○森法務大臣

その議事録の詳細は存じ上げませんけれども，人事院
の解釈ではなく，検察庁法の解釈の問題であると認識し
ております。
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今，ただいま御答弁申し上げましたとおり，議事録を
読まれましたかという御質問でございますので，議事録
については詳細を存じ上げておりません。

○山尾議員
この議事録を読んでいただかないことには， これ，検
察官に，戦後初の定年延長を国家公務員法に読み込める
かという解釈を理解できないと思いますよ。だから， こ
れをまず読んでいただいて， もう一回，御自身の人事が
法的根拠を持つものなのかどうか，再確認していただき
たい。

その上で， この議事録を見ていただくと，少なくとも
この当時の政府の見解は，国家公務員法の定年制度は検
察官には適用されないことになっておりますと言ってお
ります。違法だと思いますよ，私は。
政府の統一見解を求めたいと思います。
○森法務大臣
いずれにしましても，検察庁法を所管する立場として
の解釈を申し上げますけれども，検察庁法で定められる
検察官の定年の退職の特例は，定年年齢と退職時期の二
点であり，検察官の勤務延長については，一般法たる国
家公務員法の規定が適用されるものと解しております。
○山尾議員

なので，森大臣は適用されると言っているけれども，
この当時の政府委員は適用されないと言っているわけで
すね。まずこれはきちっと， されないというふうに，そ

のときの，まさにその法案を審議していたときの適用さ
れないという政府の答弁を森大臣は知らないとおっしゃ

ったわけですね。

そうすると，やはりちょっと，別に何で知らなかった
んだと責めるよりは，ちょっと知っていただいて， ちゃ
んと確認してもらって， もう一回， 自分の人事が違法だ
ったのか，法的根拠は本当にあったのかと， ちょっとち
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託

やんと検討し直していただく必要があると思うんですけ
れども，いかがですか。
○森法務大臣
今御指摘いただいた議事録，詳細を読んでおりません
けれども，法務省としては，検察庁法を所管する立場と
して，ただいま申し上げましたとおり，定年年齢と退職
時期の二点が特例として定められているというふうに理
解をしております。
○山尾議員

きちっとした，議事録を読み込んで， 当時の立法者意
思を確認しないで私はそう理解をしていますと言っても，
やはり国民には全く伝わらないわけですね。それはもう，
知らないけれども私はもうそういうふうに言われたから

そう言うしかないんだというふうにしか聞こえないわけ
ですね。

なので， もう一~度， ちゃんとした統一見解を，法務大
臣，閣僚の一員としておっしゃってください。
○森法務大臣
ただいま申し上げましたのが統一見解でございます。
そして，勤務延長の趣旨からいたしましても，一般の
国家公務員についても，特別な理由がある場合には，勤
務延長をするということになって，人事院規則に記載が
されてあるわけでございますけれども，検察官も一般職

の国家公務員でございますので， この要件に当てはまる
場合には勤務延長がされるものというふうに理解されて
おります。

○山尾議員

そうすると， この過去の政府見解は，これは間違いで

〔

〔

あるという趣旨ですか。

○森法務大臣
今御指摘いただいたことについては承知しておりませ
んので，それがどうかというのはコメンドはしませんが，
－

3



いずれにしても，今，検察庁法を所管する立場として，
検察庁法で定められる検察官の定年による退職の特例は
定年年齢と退職時期の二点であり，検察官の勤務延長に
ついては一般法たる国家公務員法の規定が適用されるも
のと解釈しております。

〔

〔

■■■■■】■内線 携帯濱課長
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(対区画･副大臣｡政務官） 人事課作成
3月1 1日（水）衆・法務委山尾志桜里議員（立国社）

想定1 1問関係省庁との協議に当たり，検察官に
は勤務延長制度が適用されないという従前の解
釈を認識していた旨の答弁は， 2月10日の衆
議院予算委員会での「昭和56年の国家公務員
法の改正により勤務延長制度が検察官にも適用
されるようになった」旨の答弁と矛盾するので
はないか，法務大臣に問う。

〔
に結論概要一国公法と検察庁法の関係を述べたもの。

御指摘の答弁は，昭和56年の国家公務員法の改

正により，検察官に勤務延長制度の適用があるとす

る現在の解釈をとり得る国家公務員法と検察庁法の

関係になったという理解を述べたもの。

に結論詳細一国公法と検察庁法の関係を述べたもの。

御指摘の答弁において，私が申し上げたかったの

は，要するに，次のとおりである。

すなわち，昭和56年の国家公務員法の改正によ

〔

り，勤務延長制度が導入され，確かに， 当時は，検

察官に勤務延長制度の適用はないと解されていた。

もっとも，その改正により，

琶

’且



二勤務延長帝I渡の適用が○それによって，検察官I

あるとする現在の解釈をとり得る国家公務員法と
検察庁法の関係になった

ものである。

2月10日の衆議院予算委員会での『国家公務員
法の改正により勤務延長制度が導入されたときに同
制度が検察官にも適用されるようになった」旨の私
の答弁は，そのような理解を述べたもの』

〔

(参考）令和2年2月10日衆・予算委員会
○山尾委員
今の話でいくと， じゃ，昭禾口22年から国家公務員法
に定年の制度ができるまでの間は検察官は定年の延長が
できなかったけれども，国家公務員法に定年と定年延長
という定年制度が入ったときに突然検察官も定年延長で
きるようになった，そういう主張ですか。
○森法務大臣
昭和56年の国家公務員の法改正が60年に施行され
ておりますので，そのときに，制度が入ったときに勤務
延長の制度が検察官にも適用されるようになったと理解

〔

しております。

【責任者:大臣官房人事課濱課長内線■携帯■■■■■】
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人事課作成

山尾志桜里議員（立国社）
(対沃固･副大臣･政務官）
3月1可日（水）衆・法務委

の|ロ

《
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王
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正質問と答弁が食い違った。

御指摘の答弁は，壬lれまで繰り返し質問されてい
た解釈変更を行った時期を質問されたものと思い，
人事院からの回答が示されたT月下旬である旨答弁
したものである。

御指摘の答弁については， 2月26日の玉木議員
との質疑の際に，質問と答弁が食い違っていたこと
をお詫びしている。

なお， 2月19日においても，御指摘の答弁の後
の質疑の際，従前の解釈をいつ知ったかに関し，人
事院の回答が示されたときとは答弁しておらず, 『当
時の解釈については必要な説明を受けて認識をして

〔

と答弁しているところであるゴおりました｡」

(参考1）令禾口2年2月19日衆・予算委員会
1



○山尾議員
もう一つ，人事の時点で解釈変更なんてなされていな
いんじやないですかという話を聞きます。
森大臣，最終的に安倍内閣として解釈変更をしたのは
いつですか。

○森法務大臣
国家公務員一般の定年の引上げに関する検討， これは
昨年からずっとしておりますけれども，その一環として，
検察官についても検討を進める過程で，国家公務員法と
検察庁法との関係を検討してきておりました。
検察庁法を所管する法務省としては，検察庁法が定め
る定年の特例が何かという点…（山尾委員「答え，質問
と違うんだ」 と呼ぶ） どこでという時期の御質問でござ
いました。

そこで，その時期が，昨年来，国家公務員法の改正の．
． ． （｢違う，違う。ごめんなさいね。最終的に安倍内閣と
して解釈変更したのはいつですか」 と呼ぶ）
○森法務大臣
そして，その後， この解釈をとることによって，内閣
法制局や人事院とも協議を行って，異論がない旨の回答
を得たその後でございますから，一月末，下旬であると
いうふうに認識しております。

で

〔

○山尾議員
なぜ一月何日というふうに特定できないのか，理由を
教えてください。
○森法務大臣
閣議の請議を行ったのが一月二十九日でございますの
で，そこが，請議という意味では日程となります。
○山尾議員

結局，後から解釈変更したということにしているから，
自分がやった請議は一月二十九日だったな，だったらそ
のときに解釈変更も，政権として終わったことにしてお
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かなきやいけないよね， こういう思考の過程が全部見え
るわけですよね。
一月二十九日でいいんですか。
○森法務大臣
今ほど御推測のような御質問をいただきましたけれど
も, ､癖釈に瓠､ては,従前か旦答荘で咀し上ぜ、］季と
這'り苧丙離制局と人事院ど協議蚕行って，畢壷がない
託面蓉差嶽さその後でござU産すから,三月下旬であ
るというふうに申し上げております。
■■ﾛ■■■■■■■

○山尾議員
何日ですか。で

○森法務大臣
内閣法制局との協議が一月十七日から二十一日にかけ
て，人事院との間の協議が一月二十二日から回且_三土四
白にがけそでございますので,その後でございます。
○山尾議員
何日ですか。
○森法務大臣
解釈の変更の時期というお尋ねでございますけれども，
法務省としてはもともとこのような解釈をし，それを法
制局と人事院に協議をお願いしておりますので，内閣と
して全て協議が調ったということであれば，法制局が二
十一日で人事院が二十四日でございますので，▲臺匠重三
ら二千四白に異論はない旨回答を得たとさというふうに

〔

存じます。
○山尾議員
一月二十四日ということでしたね。
大臣に聞きます。
国公法改正当時の政府見解は検察官については適用全た
だ王~雨~ろ~三芝溌口ったのはいつで冒迩三．
短示ﾃ菩底適用外だろたということを知ったの唾
いつですか。
－
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○森法務大臣
私は，勤務延長への適用については， 山尾委員から，
前回の質問のときに議事録も摘示をしていただきました
が，その中のパッケージというふうに言われた中で検察
官に適用のある条文もございますので，そういう意味で
ぼ蓮識勺には,当初より,勤務延長室する旱壹が雪壹
冨'とで〒言琴うに理解をしておりましたが,人事院の見錘
言三一雪称蚕r爾莚長にも適用がなか｡莚といつこ与重
壹言冠=蕾；三あで一入事臓迄塑丞L皇血迄_≧_室_ELム皇
暁お弩頁芳王~じて承知をいたしました。

〔 ○山尾議員
質問に答えてくださいね。
菩ほ適用外というふうに理解してたんだ』それが見解
だ読元歪~Eいろ-こどを知二'たのはいつです力三・
○

ございます。

○棚橋委員長
御静粛にお閥､しま九
閏~三~えないじゃないですカミ。

〔 山尾委員，聞こえましたか。
○山尾議員
ちょっと今聞こえなか2進。
一月何日ですか。

○棚橋委員長
では， もう一度大臣に答弁させますが，質問者に聞こ
えなくなりますから， どうか，皆様，御静粛に。
○森法務大臣
済みません。
一月の下旬でございまう二。
○山尾議員
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御自身が二月十日の時点で知らなかったでしょう，昔
の答弁を。
そして，昔の答弁を知らなかっただけじゃなくて，過
去の政府見解を知らなかったでしょう。
森大臣,知ってたんで玄か,過去の政府見鯉
今もなお言いますか，二月十日の時点で， 山尾さんか
ら言われるより前に私は知ってましたと。
答弁じゃないですよ。
過去に適用外だと政府は解釈し宝ごいたという事実を，
知らなかったでしよ。

〔 ○森法務大臣
山尾委員にお答えをいたします。
山尾委員の御質問はどんな厳しい御質問でも真筆に答
弁してまいりましたが，先ほどの，森大臣のうそにつき
合わせてという決めつけについては，御質問ではござい
ませんので， この場で違うということを申し上げさせて
いただきたいと思います。
その上で，山尾委員の今の御質問でございましたが，
当蒔お冤諏で三ニラ下そほｱ必要な説明を塾土豆認謹塗_lzX
おりました。

ただ， 山尾委員の御質問は，議事録についての質問で
ございまして，先ほどから申し上げていますとおり，二
つの議事録を照らし合わせて，パッケージであるという
ふうな御指摘でございましたが， これはパッケージでな
いことは，先ほどの改正の第四点が， 当初から検察官に
適用があることからもおわかりであると思います。

L

（参考2）令和2年2月26日衆・予算委員会
○森法務大臣
すいません，今議事録を今目にしておりますけれども，
私が先ほど御答弁したのは45ページと書いてあるとこ
ろでございますが， こちらについては最終的に解釈変更
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をした時でございまして，今ほどの御質問のところが今
ちょっと見当たりませんが，いずれにせよ，当担重三_≧_ユー
月五6日の文書が作られたときには事務方かご説明塗臺
庁ぞ語ち~至而で当初の解釈が勤務延長酵齪_がなか
言蔑~病~ラー壷ぱ理解していたをこ亘でございます。
○森法務大臣
申し訳ございません。今議事録を確認できました。同
じ日の議事録の46ページの方だと思いますが，勤務延
長への適用についてお答えを申し上げておりまして,~私
ほ解釈あ変更時期という認識で御答金を申し上げており

〔 ます。

○玉木議員
じゃ， これ撤回されるんですか。この過去の1981
年昭和56年の政府見解をいつ知ったんだと聞かれたと
きに対して， 2月19日人事院からお考えが示されたと
きでございますとは勘違いで答弁して，解釈変更の時だ
ということで答えて，過去の政府見解1981年昭和5
6年の見解を知ったときではなくて，勘違いで答えたと。
また勘違い。これ撤回されますか森大臣ここ。
○森法務大臣
こめ議事録では私は解釈変更の時期とLうことで獣
を甲~亡宝万手冒で 蚕~この議事録を見ますと， ご静粛
にお願いしますとあって山尾君聞こえましたか， ちょっ
と今聞こえなかった， 1月何日ですかというふうに書い
てありますが，大変騒がしい中で,その前角鍬の変更の
時期についてご卿あ~りL諏三ずっとそれまで御答弁
差車て面孑ぞ蒋万まずのでI解釈の変更の時期というこ
重宝雨蓉弄溺正王I澱L迄｡整理して申し上げますと，
砺頁祓可耐乏しての統一見解とい芝のはﾕﾆ且皇坐
蔵=方菫画丁月下旬甦認識しておりますが,_私が当初の
薮肩硫頼三~矛Lにろいて事務方から説明を受けたのは1
雨~で一百支底~五7百ぐらいでございます。

（
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○玉木議員
ということは今のその’いいですか，解釈変更が行わ
れたのは1月24日という質問があってその後2回聞い
ている過去の政府見解について知った時期について答え
た2つの答えは両方とも撤回するということでいいです
か，明確に答えてください。
○森法務大臣
同じ目の議識でございますけれども，ページ数は垂
れかもしれませんが，私の持っているのには51ページ
になっているんですが，そこに書いて，私が答弁してお
りますが,山尾委員の今のご質問でございますが,当時
の解釈につ▽両ほ必要な説明を受けて，認識をしており
菫了荒~宣下弓ふうに御答弁を申L上げており迩三｡圭昼
言雨密示恵秀死 Lつか~りと聞こえなかった中で
爾差諒顧蓉弄だしたことについてはお詫びを字上
上迂望二重三， もう1度きちんと整理をさせていただきま
すと， 1月16日にですね事務方，法務省の中の事務方
が文書を作った。そしてその文書も出してあります。そ
れについては証明をできるものを提出するということも
お約束させております。ですから，後付けではないとい
うことをはっきりと申し上げさせていただきたいと思い

〔

〔 ます°

○玉木議員
お詫びをされたんですね，間違った答弁をされたとい
うことはお詫びをされたんですが，議事録から削除する
必要があると思いますので， これ撤回されますね。
○森法務大臣
答弁がご質問と食い違っていたことについてI主お詫び
を南て三ET手踊子れども,固_旦_g_Q回_些筌主旦虫二豆_lz_g
示す蓮同~で寶商に答えておりますのでそれを認識してい
定忍子牙口まというふうに思います。
○玉木議員
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撤回しないこのままということでこれからの議論を進
めていいわけですね，撤回されないということですね逆
に言うと。

○森法務大臣
今ほど申し上げましたとおりご質問に対して答弁が食
い童らそおりましたことをお詫瀝申L二とげま玄が,回
壱官司奇癖やにしらかりと御答弁申し上ﾐげてあり
蚕蚕布毛毫お豆芝申正上I王させていただきま九
○玉木議員
いやだからどちらですか，撤回するのかしないのか。
○森法務大臣
今ほど申し上げましたとおりご質問に対してそのとき
騒がしがったために食い違った御答弁を申L上げて桓堕
菫孑示言－両で質問の中で同1三_幽三圭蚫_旦麺上型二L==
て方方言'りを葎I唇弁を差し上I予て薊圭言三のでそのことを

〔

申し上げさせていただいております。

（参考S)令和2年2月27日衆・予算委員会
○今井議員
いや，すいません。もう少し合理的に説明してくださ
い。ここの， 2月10日より前に， 当時の解釈について
必要な説明を受けていましたと答弁しているのが，なぜ
1月24日ではなくて， 1月16日だという説明になる
のですか。その説明にこれはどういうふうに合理的に説
明するんですか。だって， 1月24も1月16日も2月
10日よりは前じゃないですか。だから, 24じやなく
て16だっていうことの立証にはなりませんよ。
○森法務大臣
m~r6については,文書を御提出L工塑一望二塾
ロ乍言お雍應弄壹さ宅南厄且デておりますとおり,当伽迄
五~雨一言~百万五割§作られたときには事務方から説睡
薑芹誘應痂で;~当初ゐ解釈が,勤務延長』蠅盃

《
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なかったということは理解したと望でございます,と
いうふうに御答弁申し上げているとおりでございます。
○今井議員
その説明もおかしいです。 1月16日のペーパーが出
てきたの昨日です。これ2月19日の話なんですよ。 2
月19日の段階で， 1月16日に知っていたってどこで
答弁していますか。
○森法務大臣
昨白ですね， 1月'6日の文書が作られたときに事務
方から説明をうFで語りますというふうに御答弁を申し
上げております。昨日文書が出てきたという御指摘でごて

ざいますが，今井委員からの前回の御質問で文書があっ
たら提出するようにという御質問でございましたので，
それに応えて私が事務方に指示をし，そしてそれにした
がって出されたものでございます。
○今井議員
いやいや， あのですね）大臣よく聞いてください。 1
月16日であるということはどこで読めますかというこ
とを大臣にお伺いしたら， 当時の解釈について必要な説
明を受けている， この部分ですと，今そういう説明され
ましたよね。でも， この部分を見て， どうして1月24
ではなくて， 1月16なのかつてことが，私の国語力が
ないんですかね， どれだけ読んでもここで1月16日だ
と説明しているとは理解できないんですけど。どこ見た
らいいんですか一体。どこに1月16って書いてあるん
ですか。ひどい答弁ですよ， これ。
○森法務大臣
私は今御説明したとおりでございまして， 1月16日
の文書が作られたときに事務方から説明を受けておりま

〔

子万三言ﾃｰ雪莉お薄釈示勤務延長の適用がなかったという
三-三~ほ理解していたところでございま玄。これについて
も2月19日の答弁と何ら矛盾するところはございませ
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ん。

（参考4）令和2年2月28日法務大臣記者会見
○森法務大臣森法務大臣
検察官については一般法である国家公務員法の勤務延
長の規定が適用されるとの法務省の解釈については，本
年の1月17日から同月24日にかけて，内閣法制局等
の関係省庁とも協議の上，最終的な結論を得ていたとい
うことは御説明をしているとおりですが，関係省庁との
協議に当たり,_その前に勤務延長制度の導入当時の解釈
Eﾗｦ下そぽ~事務方から必要な説明を受けておりました
ので，この協議ワラ前に従前の解釈については承知してお

で

りました。
－

【！

■■■■】内線■ 携帯【責任者：大臣官房人事課 濱課長
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人事課作成

山尾志桜里議員（立国社）
(対医ヨ･副大臣･政務官）
3月11日（水）衆。法務委

想定13問内閣法制局や人事院とは，具体的に，
いつ,誰が，どのようにして協議を行ったのか，
法務大困こ問う_。

に人事院との協調

（政府部内の協議検討プロセスであるため，詳細
は差し控えたいが, ）人事院との協議については，
本年利月22旦に，迭菱臺遥丞宣室L▲臺匠臺遥魅

て

長に，勤務延長制度の検察官への適用について整理
一.

した室寶童益参_L,同月24日に，人事院事務総長
異論はない旨が記載された法務事務次官にから ,

回答文書が交付さ加二ものと聞いている。

に内閣法制局との協調

内閣法制局との協議については，本年1月T7曰
から同月21日にかせ工，法務省刑事局が， 内閣法
制局との間で協議を行い，異論はない旨の回答を得

たと聞いている｡」

〔

【責任者:大臣官房人事課濱課長内線■携帯■■■■■】
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人事課作成

山尾志桜里議員（立国社)
(対因ﾖ･副大臣･政務官）
3月11日（水）衆。法務委

に結論一後付けではない。

国家公務員一般の定年の引上げに関す(今般の）
〔
る検討の一環として，検察官についても検討を進め
る過程で，検察庁法を所管する法務省において必要

な検討を行った上で，令和2年1月Tフ曰から同月
24日にかけて，関係省庁と協議を行い，異論はな

いとの回答を得て，解釈を改めたもの。

したがって，御指摘は当たらない。

に説明が事実であることは明ら加

御説明している協議の経過については，
○内閣法制局長官や人事院総裁も,_国会審議の場

廷

で明確に答弁

している。

また，

○内閣法制局が作成し国会に提出した『応接録」

という文書には，相談年月日として,=令和之年-ｺ

月1フ曰から同月21日までと記載されている
'



（○令和2年荊月22日及び同月24日の公用車
の運行日誌に，事務次官が人事院に車で出向いて
いる記録が残っている）

○ （日付はないものの, ）人事院も法務省への回

答をした際の文書を国会に提出している

○法務省からも，令和2年1月_]6日時点での法

務省での内部検討状況を明らかにする文書を提出
している

など，裏付けとなる客観的資料も存在する。
〔

これまでの説明が事実であるこ以上からすれば，

と_1主上函_旦型三塗丞_L重壹工L過ものと考えている｡’

（参考1）令和2年2月19日衆・予算委員会
○近藤政府特別補佐人（内閣法制局長官）
今回の，検察官について，国家公務員法81条のsの
勤務延長制度の適用があるかどうかということにつきま
しては，検察官を含む一般職の国家公務員の定年引上げ
に関する法案の検討の過程で御相談を受けたものでござ
いまして，先月の半ば， 17日から旦その御相談を受l土

〔

て,21日菫~両三I子二で協議をいたしまして,御回答を申
し上げたということでございます。
○松尾政府参考人（人事院給与局長）
法務省からは， 1月22日に検察庁法の解釈が示され
た上でお話がございまして， 1月24日に異論がない旨
を書面でお答えしたところでございます。

（参考2）令和2年2月26日衆・予算委員会
○一宮政府特別補佐人（人事院総裁）
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一月二十二日に，当方の事務総長が,■怯務事務次官か
ら言~癬芹悪お冤聿諏壹宗きれた文書を受領いたしまL産Q
人事院としては，それまで，検察官については，国家
公務員法の定年制は検察庁法により適用除外されている
と認識しておりましたので，私とほかの二人の人事官，
事務総局が一堂に会しまして，検討を行いました。
その結果，国家公務員法と検察庁法の適用関係は，検
察庁法に定められている特例の解釈にかかわることであ
り，法務省において適切に整理されるべきものであるこ
とがら;.一月二十四日に,これまでの人事院の認識を付
記した上で~異認申し上げない旨の文書を作成いだし
三-七 詞舂受Iｦ言て，同日当方の事務総長が法務事
諏菅歴露天書をお渡ししてⅢ人事院の考え方を

〔

お伝えいたしました。
なお，文書に日付が記載されていないということにつ
いては，今申し上げましたように，事務総長から法務事
務次官に直接文書をお渡ししており，特に日付を記載す
る必要がなかったということから，記載をしなかったも
のでございます。

〔

【責任者:大臣官房人事課濱課長内線■携帯■■■■■■】
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人事課作成

山尾志桜里議員（立国社）
(対医ﾖ｡副大臣･政務官）
3月1 1日（水）衆・法務委

蕊
S問後付けの解
事前に,-内閣法
として， 「勤務延
の検察官への這
猷「検察官の勤務
メモ) I と願する

一一一［て

に適正に作成された文書である〕

凝議葵
御指摘の各文書は,国家公務員一般の定年の引上
げに関する検討の一環として，検察官についても検

討を進める過程で，関係省庁と協議を行う前の段階〔

で作成していたものである。

具体的には，

○ 『検察官の勤務延長について(200T T6メ

モ)」と題する文書は，法務省刑事局の担当者に
おいて，令和2年で月16日時息での，それまで

の部内検討の結果を取りまとめて作成したもの
可条のS)の検察(国公法第8

1

○ 「勤務延長制度



官への適用について」と題する文書は, r検察官
の勤務延長について(2001 16メモ)』と題
する文書の内容について法務省内で更に検討を加
え，法務省刑事局の担当者において，勤遥延長劃
度等に関す五遡工Q撞窒丘迭Eg_Lﾕｴの迭壷萱と

勤遥延長劃－‐ー

むう曰時点で整理したものしての解釈を同且
－ー

〈， ）適T後付けなどではな－ずれも， （あり， いで

E企座童塑皇迫里ゴて

〔

■■■■■】内線■ 携帯濱課長

2

大臣官房人事課【責任者


